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Ⅰ　法令事務（遊休農地に関する措置）

１　現状及び課題

　

※　遊休農地面積は、農地法第３０条第１項及び第２項に規定する農地の利用状況調査により把握した
　同条第３項第１号又は第２号のいずれかに該当する農地の総面積を記入

２　平成２３年度の目標案及び活動計画案

※１　目標案は、１年間に１の遊休農地面積をどの程度減少させるかを記入
※２　目標案には、市町村等が策定した目標を農業委員会が共有している場合には、当該市町村等

の目標を記入しても差し支えない（以下同じ）

３　地域の農業者等からの意見等

※　地域の農業者等から寄せられた主な意見等について、同内容のものは集約して記入

４　地域の農業者等からの意見等を踏まえた平成２３年度の目標及び活動計画

平成２３年度の目標及びその達成に向けた活動計画

農 業 委 員 会 名

都 道 府 県 名 北海道

浦臼町農業委員会

現　　　　　状
（平成２３年１月現在）

管内の農地面積（Ａ） 遊休農地面積（Ｂ） 割合（Ｂ／Ａ×１００）

３，１８２ｈａ　　 ０ｈａ　　　 0%

課　　　　　題 農地の利用状況調査の円滑な実施と現状維持のための情報収集

目　　標　　案
遊休農地の解消面積　 ｈａ

１０月　　　１６人８月～９月

調査結果取りまとめ時期調査員数（実数）実施時期

調査方法

・町内全域を調査区域とし、道路からの目視による巡回調査。
・問題のありそうな農地について地元農業委員と事務局職員で現
地調査する。

遊休農地への指導 実施時期：８月～９月

なし

活動計画案に対する
意見等

なし

農地の利用状況
調査

活
動
計
画

遊休農地の解消面積　ｈａ

目標案に対する意見等

目　　　　標

調査方法

実施時期 調査員数（実数） 調査結果取りまとめ時期

活
動
計
画

農地の利用状況
調査

遊休農地への指導 実施時期：　　月



Ⅱ　促進等事務

１　認定農業者等担い手の育成及び確保

（１）　現状及び課題

　 農家数

　うち主業農家

農業生産法人数

※　農業者や農業経営体の把握時点が異なる場合には、欄外にそれぞれの把握時点を注記

（２）　平成２３年度の目標案及び活動計画案

※１　目標案は、１年間に（１）の認定農業者、特定農業法人及び特定農業団体をどの程度増加させるかを記入
※２　活動計画案は、目標案の達成のために何月に何を行うのか等詳細かつ具体的に記入

（３）　地域の農業者等からの意見等

※　地域の農業者等から寄せられた主な意見等について、同内容のものは集約して記入

（４）　地域の農業者等からの意見等を踏まえた平成２３年度の目標及び活動計画

活動計画

特定農業団体

現　　　　　状

２２９戸　 認定農業者 特定農業法人

目標案に対する意見等

活動計画案に対する
意見等

なし

活動計画案

なし

なし

課　　　　　題 世代交代での認定農業者の変更以外の新規認定農業者の増加。

現状を維持するための関
係機関による情報提供と
営農指導等の徹底

なし

１５４経営　　 ０法人　　 ０団体　　　

１５４戸　
１５４経営　 ０法人　 ０団体　

４法人　

認定農業者 特定農業法人 特定農業団体

認定農業者 特定農業法人 特定農業団体

目　　　　　標 経営　　 法人　　 団体　　　

目　　標　　案
認定農業者は飽和状態であるが、関係機関と連携をし現状維持を目標とする。



２　担い手への農地の利用集積

（１）　現状及び課題

　

※　これまでの集積面積は、把握時点において担い手へ利用集積されている農地の総面積を記入

（２）　平成２３年度の目標案及び活動計画案

※１　目標案は、１年間に（１）の集積面積をどの程度増加させるかを記入
※２　活動計画案は、目標案の達成のために何月に何を行うのか等詳細かつ具体的に記入

（３）　地域の農業者等からの意見等

※　地域の農業者等から寄せられた主な意見等について、同内容のものは集約して記入

（４）　地域の農業者等からの意見等を踏まえた平成２３年度の目標及び活動計画

集積面積　４４ｈａ　

88.50%

課　　　　　題
高齢化、過疎化に伴い、担い手への集積は増加するため、耕作不便地の生産性
の低い農地の遊休化を防ぐ。

現　　　　　状
管内の農地面積 これまでの集積面積 集積率

目　　　　　標 集積面積　ｈａ　

活動計画案

活動計画

目標案に対する意見等 なし

活動計画案に対する
意見等

なし

５月　関係機関打合せにより、集積目標の確認と達成に向けた取組について協
議。
７～９月　農地の利用集積に向けた掘り起こし活動。
通年　担い手への農地の利用集積に向けたあっせん活動。

３，１８２ｈａ　　 ２，８１６ｈａ　　　

目　　標　　案 産業建設課は、農業経営基盤強化基本構想で定める担い手への利用集積目標を
おおむね９５％としており、その達成のために、農業委員会としても産業建設
課と連携し当該目標の達成を目指す必要があると考える。



３　違反転用への適正な対応

（１）　現状及び課題

　

※　違反転用面積は、把握時点において管内で農地法第４条第１項又は第５条第１項の規定等に違反して
転用されている農地の総面積を記入

（２）　平成２３年度の目標案及び活動計画案

※１　目標案は、１年間に（１）の違反転用面積をどの程度減少させるかを記入
※２　活動計画案は、目標案の達成のために何月に何を行うのか等詳細かつ具体的に記入

（３）　地域の農業者等からの意見等

※　地域の農業者等から寄せられた主な意見等について、同内容のものは集約して記入

（４）　地域の農業者等からの意見等を踏まえた平成２３年度の目標及び活動計画

管内の農地面積（Ａ） 違反転用面積（Ｂ） 割合（Ｂ／Ａ×１００）

３，１８２ｈａ　　 ０ｈａ　　　 0%

活動計画

目　　　　　標 違反転用の解消面積　ｈａ　

目標案に対する意見等 なし

活動計画案に対する
意見等

なし

現　　　　　状
（平成２３年１月現在）

活動計画案
　現状維持のための情報収集と農地パトロール。
関係機関との連携を図り違反転用を未然に防ぐ。

目　　標　　案

違反転用の解消面積　ｈａ　

違反転用の周知と情報収集

課　　　　　題 地域の情報収集と計画的な農地パトロール


	評価修正案

